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１【提出理由】

当社は、2022年９月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年９月29日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金８円　　総額80,314,480円

ロ　効力発生日

2022年９月30日

第２号議案　定款一部変更の件

①　変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨

の規定を設けるものであります。

②　変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定

するための規定を設けるものであります。

③　株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要とな

るため、これを削除するものであります。

④　上記の新設・削除に伴い、経過措置等に関する附則を設けるものであります。

 
第３号議案　取締役７名選任の件

渋谷　順、御厨　朋宏、松本　直人、赤崎　雄作、松川　奈央、永島　竜貴、大鹿　博文の７名を

選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金処分の件

80,495 83 14 (注)１ 可決 99.88

第２号議案
定款一部変更の件

80,306 272 14 (注)２ 可決 99.65

第３号議案
取締役７名選任の件

   

(注)３

  

渋谷　順 73,819 6,759 14 可決 91.60

御厨　朋宏 80,266 312 14 可決 99.60

松本　直人 80,265 313 14 可決 99.59

赤崎　雄作 80,265 313 14 可決 99.59

松川　奈央 80,265 313 14 可決 99.59

永島　竜貴 80,240 338 14 可決 99.56

大鹿　博文 80,216 362 14 可決 99.53
 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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